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令和７年度（繰越）大規模災害発生時における近畿ブロック災害廃棄物対策

調査検討業務に関する提案書作成・審査要領 

 

環境省 近畿地方環境事務所 

 

 本書は、令和７年度（繰越）大規模災害発生時における近畿ブロック災害廃棄物対策調

査検討業務に関する提案書の作成、審査等の要領を提示するものである。 

 

Ⅰ 提案書作成要領 

 

１．提案書の構成及び作成方法 

 以下に、「令和７年度（繰越）大規模災害発生時における近畿ブロック災害廃棄物対

策調査検討業務に関する提案書の評価基準表」（以下「評価基準表」という。）から「評

価項目」及び「要求要件」を転載する。 

 

評価項目 

要求要件 
大項目 中項目 小項目 

0  仕様書の遵守 

仕様書に規定する業務の目的や作業事

項に反し、又は矛盾する提案がないこ

と。 

1 業務の基本方針 
仕様書を踏まえ、業務の実施に当たって

の基本方針を具体的に記述すること。 

2 業務の実施方法  

 

 

2.1 仕様書２（１）の業務

内容 

ア、イ共に、調査の実施方法及び取りま

とめの方法等を具体的に提案すること。 

 
2.2 仕様書２（２）の業務

内容 

ワーキング会議等において、参加者の発

言を促すような会議運営方法や検討テ

ーマを具体的に提案すること。 

 

 

2.3 仕様書２（３）の業務

内容 

 

大規模災害時の大阪湾圏域等での連携

協力及び災害廃棄物処理の継続検討に

ついて、具体的な検討課題と方向性の提



案をすること。 

2.4 仕様書２（４）の業務

内容 

過去の実施内容を踏まえ、参加者レベル

に添った研修テーマや研修運営方法等

を、具体的に提案すること。 

2.5  仕様書２（５）の業務

内容 

地域別出前講座の実施・運営に係る業務

の実施方法等を具体的に提案すること。 

 
2.6  仕様書２（６）の業務

内容 

仮置場設置・運営訓練等の実施・運営に

係る業務の実施方法等を具体的に提案

すること。 

 
2.7  仕様書２（７）の業務

内容 

府県及び市町村災害廃棄物処理計画改

定に係る支援の実施方法等を具体的に

提案すること。 

 
2.8  仕様書２（８）の業務

内容 

行動計画の改定に係る内容の検討・整理

方法等を具体的に提案すること。 

 
2.9  仕様書２（９）の業務

内容 

府県及び市町村の災害廃棄物処理計画

を府県毎に整理・提供する方法を具体的

に提案すること。 

3 業務の実施計画 
仕様書に係る作業事項を作業進行予定

表にまとめること。 

4 業務の実施体制 

  

  

  

  

4.1 執行体制、役割分担等 

業務の実施体制について、責任者の氏名

・役職、従事者の役割分担、従事者数、

内・外部の協力体制等を表にまとめるこ

と。 

 
4.2 従事者の実績、能力、

資格等 

業務に従事する者の災害廃棄物処理に

関する調査・検討又は廃棄物処理計画、

災害・防災計画の作成業務（以下、「類

似業務」という。）の実績を記載するこ

と（最大 5件）。 

主たる担当者（主たる担当者が複数の場



合は主担当を１名選定すること）の本業

務従事期間中における本業務以外の手

持ち業務の状況を記載すること（請負金

額 500 万円以上の業務名と業務内容

等）。 

5 組織の実績 

過去 5年以内に類似業務の実績があれ

ば、その件数、それぞれの概要を記載す

ること（最大 5件）。 

6 組織の環境マネジメントシステム認証

取得状況 

事業者の経営における事業所（以下「本

社等」という。）において、ＩＳＯ１４

００１、エコアクション２１、エコステ

ージ、地方公共団体による認証制度等の

第三者による環境マネジメントシステ

ム認証取得の有無を記載し、有の場合は

認証の名称を記載するとともに、証明書

の写しを添付すること。ただし、提案書

提出時点において認証期間中であるこ

と。又は、現在は認証期間中でないが過

去に第三者による環境マネジメントシ

ステム認証を受けたことがあり、現在は

本社等において自社等による環境マネ

ジメントシステムを設置、運営等してい

る場合は、過去の認証及び現在の環境マ

ネジメントシステムの名称を記載する

とともに、 過去の認証の証明書及び現

在の環境マネジメントシステム設置、運

営等に係る規則等の写しを添付するこ

と。 

7 組織のワーク･ライフ･バランス等の推進

に関する認定等取得状況 

女性の職業生活における活躍の推進に関

する法律（以下「女性活躍推進法」とい

う。）、次世代育成支援対策推進法（以

下「次世代法」という。）、青少年の雇

用の促進等に関する法律（以下「若者雇

用推進法」という。）に基づく認定等（プ

ラチナえるぼし認定、えるぼし認定等、

プラチナくるみん認定、くるみん認定、

トライくるみん認定、ユースエール認定

等）の有無を記載し、有の場合は認定等

の名称を記載するとともに、認定通知書

等の写し（内閣府男女共同参画局長の認

定等相当確認を受けている外国法人につ



いては、その確認通知書の写し）を添付

すること。 

ただし、提案書提出時点において認定等

の期間中であること。 

8  企業等の賃上げの実施 

 8.1事業年度（又は

暦年）における賃上

げ 

賃上げの実施を表明した企業等について 

 

・大企業は、事業年度（又は暦年）にお

いて、対前年度比（又は対前年比）で給

与等受給者一人当たりの平均受給額を３

％以上増加させる旨の、従業員への賃金

引上げ計画の表明書（表明する意思があ

る者のみ提出すること）の写しを添付す

ること。 

 

・中小企業等は、事業年度（又は暦年）

において、対前年度比（対前年比）で給

与総額を１．５％以上増加させる旨の、

従業員への賃金引上げ計画の表明書（表

明する意思がある者のみ提出すること）

の写し及び前年度の法人税申告書別表１

を添付すること。 

 

  

提案書は、上記評価項目に基づき、次に従って作成すること。 

 

１）「はじめに」の項を冒頭に設け、「本書は、令和８年度大規模災害発生時における

近畿ブロック災害廃棄物対策調査検討業務に係る仕様書に基づき、その実施方法等に

関する提案を行うものである。本業務の実施に当たっては、同仕様書を遵守し、本提

案書をその実施計画書と位置づけて行うものとする。」と必ず記載すること。 

このため、提案書の作成に当たっては、仕様書に反し、又は矛盾する事項がないか十

分に点検すること。なお、提案書が仕様書に反し、又は矛盾すると認められたときは、

評価項目「0 仕様書の遵守」に基づき、当該提案書は不合格となる。 

 

２）「はじめに」以下は、上記評価項目に従い「業務の基本方針」から「企業等の賃上

げの実施」までの各評価項目を目次とし、それぞれの要求要件に基づき提案書を作成

すること（別添様式参照）。記述上の必要性に応じ、各評価項目内を細分化して目次

立てすることは差し支えない。 

 

３）提案書に詳細に記載するよりも添付資料を参照した方がわかりやすい事項について

は、提案書中に「△については、別添資料○参照」と記載して、資料添付を行うこと



は差し支えない。ただし、添付資料が大部にわたる場合は、必ずその要点を提案書中

に記載すること。「評価項目」及び「要求要件」との関係が容易にわかり難い添付資

料は、添付されなかったとみなすことがある。 

 

４）提案書は、難解な専門用語には注釈を付す等、専門家以外でも理解でき、審査可能

なように平易な記述に努めること。 

 

２．提案書様式、提出部数等 

提案書は、別添様式を踏まえて作成すること。記載上の必要に応じて様式を変更して

も差し支えないが、様式の変更は必要最小限にとどめること。 

提出方法の詳細は、入札説明書による。 

書面により提出する場合、提案書は、添付資料を含めて綴じ込んだ１式を７部提出す

ること。 

環境省から連絡が取れるよう、提案書上に連絡先（電話番号及びメールアドレス）を

記載すること。 

 

３．提案書に関するヒアリングの日時及び場所 

  ヒアリングを行う予定はない。 

 

４．留意事項 

落札した者が提出した提案書は、仕様書とともに原則としてそのまま契約書に添付さ

れ、令和７年度（繰越）大規模災害発生時における近畿ブロック災害廃棄物対策調査検

討業務の実施計画書になるものであり、確実に実施可能な内容として作成すること。提

案書に従った履行がなされない場合は、債務不履行として契約解除及び損害賠償請求の

事由となる。 

 

Ⅱ 提案書の審査及び落札決定の方法 

 

１．落札方式及び得点配分  

１）落札方式 

   次の要件を満たしている者のうち、２）によって得られた総合評価点の最も高い者

を落札者とする。 

①入札価格が予定価格の範囲内であること。 

②「評価基準表」中、必須とされた評価項目の基礎点をすべて獲得していること。 

２）総合評価点の計算方法 

   総合評価点＝技術点＋価格点 

   技 術 点＝基礎点＋加点（満点２００点） 

   ※技術点は、環境省に設置する提案書審査委員会の各委員の採点結果の平均値を算

出し、小数点第三位以下を切り捨てたものとする。 

   価 格 点＝１００×（１－入札価格÷予定価格） 

   ※価格点は、上記式により数値を算出し、小数点第三位以下を切り捨てたものとす

る。 



３）基礎点部分の採点 

   技術上の基準を満たす場合に、当該基礎点全部を得点とする。 

４）加点部分の採点 

①配点５点の場合、技術上の基準に基づき、 

 秀 ： ５点、 

優 ： ４点、 

良 ： ３点、 

準良： ２点、 

可 ： １点、 

不可： ０点、 

の６段階評価とし、配点に応じて係数をかけて得点を算出する。 

②基礎点がある項目に係る加点部分の「不可：０点」とは、基礎点の基準は満たす

（基礎点は得点）が、加点部分の基準をなんら満たさない場合である。 

 

２．提案書審査（技術点の採点）の手順 

１）入札資格を有する者から提出された提案書について、「評価基準表」に基づき、必

須とされた項目の基礎点に係る評価を提案書審査委員会の各委員が行う。各委員の評

価結果を同委員会で協議し、委員会において各必須項目毎に基礎点の獲得の可否を判

断する。すべての必須項目の基礎点を獲得した提案書を合格（基礎点を付与）とし、

それ以外の提案書は不合格とする。 

２）合格した提案書について、各委員毎に評価項目の加点部分の評価を行い、基礎点と

合計した採点結果を記入する。各委員の採点結果を委員会で確認し、事実誤認等があ 

った場合は、事後の採点の修正は公平性及び透明性を阻害するおそれがあることから

集計から除外することとして取り扱う。確定した各委員の採点結果の技術点について、

その平均値を算出する。 

 

３．落札決定 

２．による技術点に、当該提案書に係る入札価格に基づく価格点を加算し、総合評価

点を算出する。各提案書の総合評価点を比較し、最も高い数値を得た提案書の提出者を

落札者とする。 
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